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  「 えるぼし認定、プラチナえるぼし認定 」 
 

 えるぼし認定とは、一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関す

る取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合の認定制度、プラチナえるぼし認定は、

えるぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況

が特に優良である等の一定の要件を満たした場合の認定制度です。また、令和８年４月より、女性活

躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業が、職場における女性の健康支援に関する認定基準も満

たす場合に、えるぼし、プラチナえるぼしに「プラス」認定が追加されました（えるぼしプラス認定

の創設）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◆えるぼし認定のメリット 

    １．認定の表示 

       えるぼし認定、プラチナえるぼし認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マークを商 

      品、広告、名刺、封筒、HP、求人などに付すことができ、女性の活躍を推進している事業主であ 

      ることを PR することができます。 

 

    ２．公共調達における優遇措置 

       えるぼし認定、プラチナえるぼし認定を受けた事業主は、公共調達で加点評価を受けることがで 

      き、有利になる場合があります。 

 

    ３．日本政策金融公庫による融資制度 

       えるぼし認定を受けた事業主は、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金（企業活力強化

貸付）」を通常よりも低金利で利用することができます。詳しくは、日本政策金融公庫のホームペ

ージをご参照ください。 

      https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    認定基準の詳細な要件等は厚生労働省の HP をご確認ください。 
 
 

フクシマ社会保険労務士法人 ※中小事業主や一人親方等の労災特別加入手続きも対応可能です。 

広島事務所 〒730-0805  広島市中区十日市町 1 丁目 1-9 相生通り鷹匠ビル 2Ｆ 

TEL：082-293-8102    FAX：082-293-8104 

     高知事務所 〒780-0064  高知市和泉町 12-15 号 

TEL：088-823-0248    FAX：088-823-0284 

E-mail：info@jinji-fuku.jp   URL：http://www.jinji.fuku.jp 
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一般事業主行動計画の策定・届出 

女性の活躍に関する情報公表 

えるぼし認定申請 

プラチナえるぼし認定申請 

ステップ１：自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析 

ステップ２：一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表 

ステップ３：一般事業主行動計画を策定した旨の届出 

自社の女性の活躍に関する状況について、「女性の活躍推進企業デー

タベース」に公表します（常時雇用する労働者数が 101 人以上の事

業主は義務、100 人以下の事業主は努力義務）。 

行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関す

る状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。な

お、評価基準を満たす項目数に応じて３段階あります。 

※プラチナえるぼし認定を受けるためには、えるぼし認定（３段階の

うちのいずれか）を受けている必要があります。 

えるぼし認定、プラチナえるぼし認定までの流れ 


